
【第２回戸田市国民健康保険運営協議会議事報告について】 

 

【開催日】令和３年７月１２日（月） 

※全委員の意見に対する承認を集約した日を以って開催日とする。 

 

【開催方法】書面開催 

 

【出席委員】１５名（回答書により返信） 

 

【公開方法】戸田市ホームページにて報告内容を議事録として公開 

 

【議事案件】 

 議事１．戸田市国民健康保険税の税率改正（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度第２回国民健康保険運営協議会（書面開催）の審議内容については、 

下記のとおり報告します。 

改正案①～③についての委員意見 

○→賛成ご意見  ●→慎重ご意見 

案①均等割：令和４年度 ９,０００円増額 令和５年度 ３,８００円増額の改正案 

 

【委員の皆様の主なご意見】 

〇早期に赤字解消できることから、賛成する。 

●初年度に９，０００円の引き上げ、２年間で１２，８００円の引き上げは 

低所得者層に厳しいのではないか。 

●早期に赤字解消するが、令和４年度に急激な負担増となり、被保険者の理解

を得られない。 

●生活者目線から、年９０００円の税額変更は厳しい。 

●上げ幅が大きいため、理解が得られない。 

●税率変更はより穏やかに実行すべき。 

●令和４年度の負担が大きい。 

●赤字削減・解消計画の達成が可能となるが、令和 5年度に比べ令和 4 年度

の負担が大きくアンバランスで、性急な印象を受ける。この案を選択するこ

とには違和感を持つ。 

【委員意見のまとめ】 

案①については、赤字解消は見込まれるものの、単年度で 9,000円の引上げとい

う被保険者の負担感を考慮すると、理解が得られないという意見が多数でした。 

 

 

案②均等割：令和４年度 ６,８００円増額 令和５年度 ６,０００円増額の改正案 

【委員の皆様の主なご意見】 

〇令和４年度、５年度を均等の負担とし、納税者の負担感に考慮している。 

この案に賛成する。 

〇令和 4年度及び 5年度の負担が平準化され、案①より現実的。 

〇公費獲得への影響を考えると、計画どおり、令和５年度までの赤字解消が望 

ましい。被保険者の負担感を緩和できる案２を支持する。 

〇2年間の負担で、応能応益バランスの改善、財政健全化の目標が達成できる。 

〇赤字削減に向けて、３つの案の中では一番妥当。 

●税率変更はより穏やかに実行すべき。 

●案①と同様、２年間で１２，８００円の引き上げは厳しいのではないか。 



【委員意見のまとめ】 

案②については、赤字解消が見込まれるとともに、各年度の負担感が均等化され

ていることから、本案を支持する意見が多くみられましたが、その一方で、２年

間の引上げ幅は厳しいのではないか、より穏やかな税率改正とすべきとの意見

がありました。 

 

 

 

案③均等割：令和４年度 ６,８００円増額 令和５年度 ３,０００円増額の改正案 

【委員の皆様の主なご意見】 

〇令和５年度の引上げ額３０００円から５０００円程度に設定すれば、他の 

プランとの比較しても、負担を抑えつつ目標を達成できるのではないか。 

〇新型コロナウイルスの影響で社会情勢の動向が見通せない現状であること 

を考えると、低所得者への配慮も図れる、案③が望ましい。ワンクッション 

置いて再検討できれば、判断材料も増え、より良い見直しとできるのでは。 

〇計画未達成となる点では、他案と比べ適正と言えない。しかし、その反面、 

今後の社会動向を捉えて、見直しできる柔軟性があるという点では、魅力が 

ある。ただし、計画未達成の場合の、公費支援における影響は確認しておく 

べき。 

●赤字解消が見込めない税率改正には疑問を感じる。今後、税率改正を繰り返 

 し実施する結果となってしまうのではないか。 

●被保険者にとっては急激な負担増が避けられる点では良いが、今後の医療 

費の動向や交付金獲得などの、不確定要素をもっての判断は避けた方がよ 

い。 

●税率変更はより穏やかに実行すべき。 

【委員意見のまとめ】 

案③について、赤字解消が見込めていないことへの懸念の声がありました。その

一方、新型コロナウイルスの影響を受けて、社会情勢の動向が見通せない現状や、

低所得者への配慮などに、柔軟に対応できることを評価する意見もありました。 

 

 

 

案③へのご意見中、案③をベースに令和 5 年度引上げ額を 3 千円から 5 千円へ

変更するご意見を頂きましたので、案④と案⑤をお示しします。 

 

 



追加案④ 令和４年度 ６,８００円 令和５年度 ５,０００円の税率改正案 

案３へのご意見として頂きました、案３をベースに令和５年度の引き上げ額を

３０００円から５０００円へ変更しています。一定の赤字削減効果を上げなが

ら、一方で、今後の新型コロナウイルス感染症等の影響を捉えて、令和６年度以

降の税率見直しを柔軟に検討できる案です。詳細資料につきましては、第３回議

事でお示しいたします。 

 

追加案⑤令和４年度 ５,０００円 令和５年度 ４,８００円の税率改正案 

２年間の引上げ額は、第３案と同様、９，８００円になります。令和５年度に赤

字解消未達成となる可能性があるものの、各年度の引上げ額を同額程度とする

ことで、被保険者の負担感を緩和しています。詳細資料につきましては、第３回

議事でお示しいたします。 

 

 

 

 

案③議事中の、「赤字解消が未達成となる改正では、今後も税率改正を繰り返し

実施することになるのでは？」とのご意見に関連して、以下補足説明します。 

 

 

埼玉県の第 2期国保運営方針では、 

・県全体の医療費の支出額等に基づき、各年度の市町村の事業費納付金 

（国保税を原資として市から県へ納める）の額を決定すること 

・県内市町村は、法定外繰入を解消し、事業費納付金の額に相当する国民 

健康保険税率を設定することとされています。 

戸田市の赤字削減解消計画は令和 5 年度までの計画ですが、国保制度改革後の

国、県の運営方針に基づき、今後は、事業費納付金の確定を受けて国保税率の見

直しを検討し、再び赤字額が増額を続けることがないよう努めてまいります。 

ただし、検討の結果として、税率改正は不要となる年度もあり得ます。 

 

 

 

その他のご意見・ご質問について 

これまでの審議では、任意の保健事業の見直しや収納率向上の取組を進める 

こととしていた。 これらの進捗は？ 

 



１．任意の保健事業である３事業の見直しについて 

市では、国保運営協議会でご審議頂いた、下の 3事業の見直しを決定しました。 

見直しの期日は、令和４年４月１日です。 

今後、事業の変更点などについて、国保被保険者への周知を進めてまいります。 

【 国保運協提案のとおり事業見直しを決定しました 】 

（１）人間ドック検診費用補助事業 

   ・補助額   ２万５千円   → １万３千円 

   ・実施機関  市内６機関のみ → 全国の人間ドック実施機関 

（２）脳ドック検診費用補助事業 

    廃止 

（３）保養施設利用費用助成事業 

    廃止 

 

２．収納率向上に向けた取組みの進捗について 

 口座振替キャンペーンを実施し、国保加入手続きの窓口案内の際、口座振替の 

促進を図っています。また、ペイペイや LINEペイを導入し、スマートフォン 

決済アプリによる納付方法の拡充を図り、納税者の利便性を高め、収納率の向 

上に取り組んでいます。 

 
 
 
案③では、赤字解消計画が未達成となる場合が想定される。計画未達成の際の、

公費獲得における影響は。 

  

【計画上の各年度の赤字削減額が達成できない場合に減額される公費】 

計画上の各年度の赤字削減額が達成できない場合に減額される公費は、現状で 

は、国・県支出金（特別交付金）の市町村努力支援金です。この市町村努力支援 

金は、国・県の予算額を各市町村が獲得できたポイントにより配分して交付さる 

仕組みです。 

各市町村での配分を決定するポイントの採点表は、毎年度、国・県により見直さ 

れており、予算額も毎年度同額とは限りません。このため、令和 4年度、5年度 

の獲得ポイントや、交付見込み額を正確にお示しすることは難しい状況です。 

しかしながら、令和２年度の採点表と戸田市の得点及び交付決定の額等から（採 

点表及び国県の予算規模に大きな変更がないと仮定しての、）概算額をお示しす 

ることができます。このような条件での試算における、未達成の場合の戸田市国 

保が獲得する公費の損失額は約 1,000万円と想定しております。 



（令和３年度第１回議事録参照） 

【年度の赤字削減が未達成となった場合の減点ポイントの補填策】 

市町村努力支援金の採点表には、赤字解消の取組のほか、医療費適正化事業や、

保健事業等に関する項目があります。戸田市国保が今後、赤字解消の項目に大き

な減点ポイント（令和 3年度ではﾏｲﾅｽ３５ﾎﾟｲﾝﾄ）があった場合でも、その他の

項目で加点を積み重ねることにより、全体への影響をより小規模のものとする

ことが可能です。採点表の全項目のうち、「レセプト点検」や「特定保健指導」

について、取組効果の向上を図り、赤字削減未達成による減額ポイントの補填を

目指します。併せて、その他の項目についても加点が狙えるよう取組の見直しを

進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【第２回運営協議会審議内容のとりまとめ】 

 

○案１ 令和４年度 ９,０００円 令和５年度 ３,８００円税率改正案 

赤字解消は見込まれるものの、単年度で９,０００円の引き上げという被保険者 

の負担感を考慮すると、理解が得られないという意見が多数でした。 

従って、案１は、廃案とします。 

 

○案３ 令和４年度 ６,８００円 令和５年度 ３,０００円税率改正案 

赤字解消につながらないことに懸念の声が多くありました。一方で、新型コロナ 

ウイルスの影響等で、将来の社会情勢動向が見通せない現状や、低所得者への 

配慮など、柔軟な対応ができることを評価する意見がありました。 

これらの意見を踏まえ、案３を廃案としたうえで、案４、案５を追加提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 2回までの審議内容の整理】 

① 税率改正は令和 4年度、5年度の二年度で実施し、各年度の引上げ額は 

いずれかの年度に負担が集中することがないよう配慮する。 

 

② 単年度の引上げ額は、これまで示された案よりもさらに被保険者の負担 

へ配慮し、より緩やかな引上げとなるよう設定する。 

 

③ 新型コロナウイルスの影響等で不透明となっている社会情勢を踏まえて、 

今後の柔軟な見直しを可能とする案も含めて、検討を進める。 

 





令和３年６月
戸田市保険年金課


「令和３年度第２回
戸田市国民健康保険運営協議会」
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・これまでの国保運協の振り返り


・赤字削減解消変更計画書（令和３年3月23日提出済）


・改正案に基づく、計画対象赤字の推移（案
１）


・改正案に基づく、計画対象赤字の推移（案
２）


・改正案に基づく、計画対象赤字の推移（案
３）


・改正案のメリット・デメリットについて
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● これまでの国保運協の振り返り「国保税率見直しの方向性」について ●


• 国保税の税収不足補填のため、県内標準を大きく上回る水準で、一般会計からの法定外繰入を実施している。


• 戸田市の事業費納付金１人当たり額は県内２位の高額。その一方で、国保税率は近隣市より低い設定。


• 赤字削減解消計画上、令和５年度までに約2.6億円の赤字削減を要する見込み。


• 単年度で12800円の見直しは衝撃的。「税率見直し
は、市単独の検討ではなく、県全体で必要な取り組
み」との理解を得ることが重要。


• 法定外保健事業（人間ドック、脳ドック、保養施設宿泊
補助）の見直し、収納率向上対策を実施したうえで、税
率を改正すべき。


• 収納率向上対策を推進すると同時に、各取組の効果
検証し、次の取組に活用すべき。


• 計画目標の達成に向けた税率見直しの方向性及びその案は、
厳しいながらも、適切なものである。


• 応能応益割合のバランスを解消する観点から、「医療分の均等
割」を引上げることは妥当である。


• 令和４年度から子どもの均等割軽減制度も開始されるので、こう
した機会を捉えて、税率改正を実施すべき。


• 国保加入者以外（市民の8割）にとっては、一般会計からの法定
外繰入は二重支援。早急な見直しを。


①県内の均等割引上げ実績や、被保険者の負担緩和に配慮しつつ、段階的な国保税見
直し案の検討を進める。


②答申案の作成に向けて、令和５年度以降の税率改正スケジュールについて検討する。


今後の
方向性


賛成意見 慎重意見


現状


２







● これまでの国保運協の議事を踏まえた、国民健康保険税の改正案 ●


① 引上げの対象は医療分均等割。 （計画上の赤字（約2.6億円）を解消する目安は、一人当たり12,800円）


② 令和４年度からの、段階的引上げ案を検討。


③ 単年度の引上げ額は最大９，０００円まで。 (県内市町村の均等割引上げ実績を参考とし、この範囲で検討）


＜前提条件＞


改正案 考え方


案①


令和４年度に、９，０００円


令和５年度に、３，８００円


を引上げる。


令和４年度に開始される子どもの均等割軽減制度


により一部の激変緩和措置を図りつつ、赤字削減・解


消計画の早期に達成し、計画未達成による、国、県か


らの公費支援の損失額を最小限に抑える。


案②
令和４年度に、６，８００円


令和５年度に、６，０００円


納税者の負担に配慮し、令和４年度、５年度を概ね


均等な負担とする。


案③


令和４年度に、６，８００円


令和５年度に、３，０００円


その後、令和４年度決算を確認し、令和６年度以


降の引上げ額を令和５年度中に再検討する。


案③では、令和５年度までの確実な赤字解消は見


込めない。ただし、今後の事業費納付金の動向（令和


４年１月時点の確定値）や、新型コロナウイルス感染


症の影響（令和４年度決算額）等を見極めたうえでの、


再検討が可能となる。


３







４


赤字削減･解消変更計画書（市町村） 令和３年３月23日提出済 都道府県名 保険者番号 保険者名


（平成３０年度から令和５年度まで６ヵ年計画）
埼玉県 110247 戸田市


年度(赤字発生年度) 平成２８年度 赤字の原因


法定外繰入金 ※１ 1,997,760 千円
＜計画対象となる赤字額＞
1,563,404,188円（1,997,760,000円 － 黒字分290,805,591円 － 精算額143,550,221円）


※平成29年度
1,328,709,272円（1,726,848,000円 ― 決算補填以外1,584,000円 －黒字分245,378,151円－精算
額151,176,577円）


繰上充用金の新規増加分 ※２ 千円


赤字額（合計） 1,997,760 千円


赤字削減・解消のための基本方針 赤字削減・解消のための具体的取組内容
赤字の発生原因に関する要因分析等を行い、赤字削減に向けて必要な対策を整理する。


戸田市国民健康保険は県内でも被保険者の一人当たりの所得が高く、年齢調整後の医療費も高いため、納付金及び標準保険税額につ
いて重い負担を求められている。今後被保険者の減少と高齢化及び医療の高度化による医療費の増大により財政が圧迫される可能性が
あり、保健事業等による医療費の適正化とともに財政を安定化させる必要がある。また、国民健康保険税については税率が標準保険税率
に達していないこと、被保険者数に応じた県の目標収納率に達していないことについて今後努力を要する。


①国民健康保険税の収納率の向上（口座振替の推奨含む）。②医療費の適正化。
③保健事業の推進により将来的な医療費抑制に繋げる。 ④税率改正（賦課限度額の法定限度額への引き上げを含む）。
⑤任意の健康増進事業の見直しを図る。


国民健康保険を取り巻く状況は刻一刻と変化しており、今後の見込み、対策内容や赤字解消計画目標値については大きく変わる可能性がある。毎年度見直しを行
う中で、現状と乖離している場合にはその都度修正を行う。


※


３


年
度
別
の
赤
字
削
減
予
定
額
（率
）


計画年次 第1年次 第2年次 第3年次 第4年次 第5年次 第6年次


合計
年 度


Ｈ30（2018） 年
度


R1（2019）年度 R2（2020）年度 R3（2021）年度 R4（2022）年度 R5（2023）年度


法定外繰入の
削減予定額（率）


276,096 362,945 668,159 ▲ 153,825 298,000 112,030 1,563,405


千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％）


繰上充用金の新規増加
分の削減予定額（率）


0 0 0 0 0 0


千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％）


合計
赤字削減予定額（率）


276,096 362,945 668,159 ▲ 153,825 298,000 112,030 1,563,405


千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％） 千円（％）







● 改正案に基づく、計画対象赤字の推移 案① ●


５


【考察】


令和２年度までは、決算見込みに基づく数値で、令和３年度以降は、推計値になります。


被保険者数の減少による税収減や、事業費納付金の減少を見込み、令和５年度には、約
2,000万円の黒字になる見込みです。


平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度


国民健康保険事業費納付金 3,968,141 3,810,279 3,444,785 3,654,610 3,499,758 3,343,131


　 保険税 2,803,657 2,707,350 2,649,255 2,586,987 2,715,247 2,730,942


   国・県支出金（特別交付金） 179,980 165,513 165,000 165,000 165,000 165,000


　 諸収入等（延滞金） 53,820 115,746 50,000 52,066 50,000 50,000


　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費）


429,123 447,064 450,000 435,160 420,000 420,000


計画対象赤字額 501,561 374,606 130,530 415,397 149,511 ▲ 22,812


赤字が解消される見込み


案①　令和４年度　9,000円　令和５年度　3,800円の税率改正


均等割　3,800円


の引上げ


均等割　9,000円


の引上げ





税率変更なし





			税率引上げなし ゼイリツ ヒキア																		3/29/21





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,535,247			2,512,542


戸田市: 税率を90％にアップ
28,000千円


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため												


戸田市: 税率を90％にアップ
28,000千円			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			329,511			195,588


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








案１





			案①　令和４年度　9,000円　令和５年度　3,800円の税率改正 アン レイワ ネンド エン レイワ ネンド エン ゼイリツカイセイ





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,715,247


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			2,730,942


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			計画対象赤字額 ケイカクタイショウ アカジガク			501,561			374,606			130,530			415,397			149,511			▲ 22,812





																					赤字が解消される見込み











			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋180,000＝2,715,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,715,247×0.98＋70,000＝2,730,942 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








案２





			案②　令和４年度　6,800円　令和５年度　6,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,727,042


戸田市: 均等割6,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割6,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			計画対象赤字額			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			▲ 18,912





																					赤字が解消される見込み











			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋120,000＝2,727,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








案3





			案③　令和４年度　6,800円　令和５年度　3,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,667,042


戸田市: 均等割3,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割3,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			計画対象赤字額			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			41,088





																					赤字の解消は厳しい











			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋60,000＝2,667,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








ボツ案１ 





			案１　令和４年度　9,000円　令和５年度　3,800円の税率改正 アン レイワ ネンド エン レイワ ネンド エン ゼイリツカイセイ





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,715,247


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			2,730,942


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			149,511			▲ 22,812


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン																		赤字が解消される見込み アカジ カイショウ ミコ


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋180,000＝2,715,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,715,247×0.98＋70,000＝2,730,942 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








ボツ案２ 





			案２　令和４年度　6,800円　令和５年度　6,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,727,042


戸田市: 均等割6,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割6,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			▲ 18,912


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン																		赤字が解消される見込み アカジ カイショウ ミコ


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋120,000＝2,727,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








ボツ案3 





			案３　令和４年度　6,800円　令和５年度　3,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,667,042


戸田市: 均等割3,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割3,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			41,088


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン																		赤字の解消は厳しい キビ


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋60,000＝2,667,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745
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● 改正案に基づく、計画対象赤字の推移 案② ●


６


【考察】


令和２年度までは、決算見込みに基づく数値で、令和３年度以降は、推計値になります。


被保険者数の減少による税収減や、事業費納付金の減少を見込み、令和５年度には、約
2,000万円の黒字になる見込みです。


平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度


国民健康保険事業費納付金 3,968,141 3,810,279 3,444,785 3,654,610 3,499,758 3,343,131


　 保険税 2,803,657 2,707,350 2,649,255 2,586,987 2,660,247 2,727,042


   国・県支出金（特別交付金） 179,980 165,513 165,000 165,000 165,000 165,000


　 諸収入等（延滞金） 53,820 115,746 50,000 52,066 50,000 50,000


　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費）


429,123 447,064 450,000 435,160 420,000 420,000


計画対象赤字額 501,561 374,606 130,530 415,397 204,511 ▲ 18,912


赤字が解消される見込み


案②　令和４年度　6,800円　令和５年度　6,000円の税率改正


均等割6,000円


の引上げ


均等割6,800円


の引上げ





税率変更なし





			税率引上げなし ゼイリツ ヒキア																		3/29/21





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,535,247			2,512,542


戸田市: 税率を90％にアップ
28,000千円


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため												


戸田市: 税率を90％にアップ
28,000千円			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			329,511			195,588


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








案１





			案①　令和４年度　9,000円　令和５年度　3,800円の税率改正 アン レイワ ネンド エン レイワ ネンド エン ゼイリツカイセイ





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,715,247


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			2,730,942


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			計画対象赤字額 ケイカクタイショウ アカジガク			501,561			374,606			130,530			415,397			149,511			▲ 22,812





																					赤字が解消される見込み











			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋180,000＝2,715,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,715,247×0.98＋70,000＝2,730,942 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








案２





			案②　令和４年度　6,800円　令和５年度　6,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,727,042


戸田市: 均等割6,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割6,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			計画対象赤字額			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			▲ 18,912





																					赤字が解消される見込み











			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋120,000＝2,727,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








案3





			案③　令和４年度　6,800円　令和５年度　3,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,667,042


戸田市: 均等割3,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割3,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			計画対象赤字額			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			41,088





																					赤字の解消は厳しい











			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋60,000＝2,667,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








ボツ案１ 





			案１　令和４年度　9,000円　令和５年度　3,800円の税率改正 アン レイワ ネンド エン レイワ ネンド エン ゼイリツカイセイ





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,715,247


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			2,730,942


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			149,511			▲ 22,812


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン																		赤字が解消される見込み アカジ カイショウ ミコ


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋180,000＝2,715,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,715,247×0.98＋70,000＝2,730,942 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








ボツ案２ 





			案２　令和４年度　6,800円　令和５年度　6,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,727,042


戸田市: 均等割6,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割6,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			▲ 18,912


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン																		赤字が解消される見込み アカジ カイショウ ミコ


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋120,000＝2,727,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








ボツ案3 





			案３　令和４年度　6,800円　令和５年度　3,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,667,042


戸田市: 均等割3,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割3,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			41,088


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン																		赤字の解消は厳しい キビ


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋60,000＝2,667,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745
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● 改正案に基づく、計画対象赤字の推移 案③ ●


７


【考察】
令和２年度までは、決算見込みに基づく数値で、令和３年度以降は、推計値になります。


被保険者数の減少による税収減や、事業費納付金の減少を見込んだところですが、令和５
年度に赤字解消は厳しく、約４，０００万円の赤字になる見込みです。


しかし、県全体の医療費の伸び率が鈍化したり、収納率の改善、保険者努力の交付金を
多く獲得できるなどの要因により、赤字が解消される可能性もあります。


平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度


国民健康保険事業費納付金 3,968,141 3,810,279 3,444,785 3,654,610 3,499,758 3,343,131


　 保険税 2,803,657 2,707,350 2,649,255 2,586,987 2,660,247 2,667,042


   国・県支出金（特別交付金） 179,980 165,513 165,000 165,000 165,000 165,000


　 諸収入等（延滞金） 53,820 115,746 50,000 52,066 50,000 50,000


　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費）


429,123 447,064 450,000 435,160 420,000 420,000


計画対象赤字額 501,561 374,606 130,530 415,397 204,511 41,088


赤字の解消は厳しい


案③　令和４年度　6,800円　令和５年度　3,000円の税率改正


均等割6,800円


の引上げ


均等割3,000円


の引上げ





税率変更なし





			税率引上げなし ゼイリツ ヒキア																		3/29/21





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,535,247			2,512,542


戸田市: 税率を90％にアップ
28,000千円


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため												


戸田市: 税率を90％にアップ
28,000千円			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			329,511			195,588


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








案１





			案①　令和４年度　9,000円　令和５年度　3,800円の税率改正 アン レイワ ネンド エン レイワ ネンド エン ゼイリツカイセイ





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,715,247


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			2,730,942


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			計画対象赤字額 ケイカクタイショウ アカジガク			501,561			374,606			130,530			415,397			149,511			▲ 22,812





																					赤字が解消される見込み











			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋180,000＝2,715,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,715,247×0.98＋70,000＝2,730,942 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








案２





			案②　令和４年度　6,800円　令和５年度　6,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,727,042


戸田市: 均等割6,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割6,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			計画対象赤字額			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			▲ 18,912





																					赤字が解消される見込み











			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋120,000＝2,727,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








案3





			案③　令和４年度　6,800円　令和５年度　3,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,667,042


戸田市: 均等割3,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割3,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			計画対象赤字額			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			41,088





																					赤字の解消は厳しい











			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋60,000＝2,667,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








ボツ案１ 





			案１　令和４年度　9,000円　令和５年度　3,800円の税率改正 アン レイワ ネンド エン レイワ ネンド エン ゼイリツカイセイ





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,715,247


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			2,730,942


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割　9,000円の引上げ			


戸田市: 均等割　3,800円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			149,511			▲ 22,812


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン																		赤字が解消される見込み アカジ カイショウ ミコ


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋180,000＝2,715,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,715,247×0.98＋70,000＝2,730,942 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








ボツ案２ 





			案２　令和４年度　6,800円　令和５年度　6,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,727,042


戸田市: 均等割6,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割6,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			▲ 18,912


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン																		赤字が解消される見込み アカジ カイショウ ミコ


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋120,000＝2,727,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745








ボツ案3 





			案３　令和４年度　6,800円　令和５年度　3,000円の税率改正





						平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			国民健康保険事業費納付金 コクミンケンコウホケン ジギョウヒ ノウフキン			3,968,141			3,810,279			3,444,785			3,654,610			3,499,758			3,343,131


			　 保険税 ホケンゼイ			2,803,657			2,707,350			2,649,255			2,586,987			2,660,247


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			2,667,042


戸田市: 均等割3,000円の引上げ


			   国・県支出金（特別交付金） クニ ケン シシュツキン トクベツ コウフキン			179,980			165,513			165,000			165,000			165,000			165,000


			　 諸収入等（延滞金） ショシュウニュウ トウ エンタイキン			53,820			115,746


戸田市: 戸田病院の返納金（6,700万円）
含むため									


戸田市: 均等割6,800円の引上げ			


戸田市: 均等割3,000円の引上げ			50,000			52,066			50,000			50,000


			　 法定一般会計繰入
（保険基盤、出産、事務費） ホウテイ イッパンカイケイ クリイレ ホケンキバン シュッサン ジムヒ			429,123			447,064			450,000			435,160			420,000			420,000


			　 法定外一般会計繰入
（解消すべき赤字） ホウテイ ガイ イッパンカイケイ クリイレ カイショウ アカジ			501,561			374,606			130,530			415,397			204,511			41,088


			※１　令和４、５年度の納付金は、運営方針のP４医療費の推計に基づく レイワ ネンド ノウフキン ウンエイホウシン イリョウヒ スイケイ モト


			※２　令和４、５年度の税収は、被保険者数が２％減少すると見込み、積算。 ネンド ゼイシュウ ヒホケンシャスウ ゲンショウ ミコ セキサン																		赤字の解消は厳しい キビ


			※３　令和２年度の決算見込みに基づき積算。 ネンド ケッサンミコ モト セキサン


			※４ 令和４年度税収見込みは、R３税見込　2,586,987×0.98＋125,000＝2,660,247 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイ ミコミ


			※５ 令和５年度税収見込みは、R４税収見込　2,660,247×0.98＋60,000＝2,667,042 レイワ ネンド ゼイシュウミコ ゼイシュウ ミコミ


			県の医療費推計 ケン イリョウヒ スイケイ			平成30年度 ヘイセイ ネンド			令和元年度 レイワ ガンネンド			令和２年度 レイワ ネン ド			令和３年度 レイワ ネン ド			令和４年度 レイワ ネン ド			令和５年度 レイワ ネン ド


			（運営方針P４より） ウンエイホウシン			568,588			550,644			532,634			514,542			492,740			470,688


																		0.9576283374			0.9552461745
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メリット デメリット


案①


• 早期の財政健全化が図れる
• 応能応益バランスの改善が図れる
• 後年度の税負担軽減に向けて、基金の
積立ができる可能性がある


• ２年間の引上げ額が12,800円と負担が大
きい


案②


• 早期の財政健全化が図れる
• 応能応益バランスの改善が図れる
• 後年度の税負担軽減に向けて、基金の
積立ができる可能性がある


• ２年間の引上げ額を同額とすることで、
納税者の負担感が緩和される。


• ２年間の引上げ額が12,800円と負担が大
きい


案③


• ２年間の税負担が少ない
• 各種社会情勢の動向を見極めることが
できる


• 応能割に重点を置き、低所得者への配
慮が図れる


• 赤字削減・解消計画の達成が困難
• 保険者努力支援金の公費を獲得できない可
能性


• 応能応益バランスの改善が遅れる
• 場合によっては、負担を次世代へ先送りし
てしまう可能性


●改正案のメリット・デメリットについて ●


８





		スライド番号 1

		スライド番号 2

		スライド番号 3

		スライド番号 4

		スライド番号 5

		スライド番号 6

		スライド番号 7

		スライド番号 8

		スライド番号 9

		ADP375.tmp

		スライド番号 1



		ADP9160.tmp

		スライド番号 1












① 年齢構成が高く、医療費水準が高い
② 所得水準が低い
③ 保険料負担が重い
④ 保険料（税）の収納率
⑤ 一般会計繰入・繰上充用
⑥ 財政運営が不安定になるリスクの高い


小規模保険者の存在
⑦ 市町村間の格差


①財政運営の都道府県単位化・都道府県と市町村の役割分担
・都道府県が財政運営の主体となり、安定的な財政運営や効率的な
事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担う
・市町村は、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、
保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う
・都道府県が統一的な方針として国保運営方針を示し、市町村が担う
事務の効率化、標準化、広域化を推進
・都道府県に財政安定化基金を設置


②財政支援の拡充
・財政支援の拡充により、財政基盤を強化（毎年約3,400億円）
低所得者対策の強化、保険者努力支援制度 等


国保が抱える構造的課題 国保改革（平成30年度～）


今後の主な課題


平成30年度改革が現在概ね順調に実施されており、引き続き、財政運営の安定化を図りつつ、「財政運営の都道府県単位化」の
趣旨の深化を図るため、国保運営方針に基づき、都道府県と市町村の役割分担の下、以下の取組を進める。都道府県においては、令
和２年度末に向けて、国保運営方針の改定（又は中間見直し）を進める。


○法定外繰入等の解消
赤字解消計画の策定・状況の見える化等を通じて、解消に向けた実行性のある取組を推進


○保険料水準の統一に向けた議論
将来的には都道府県での保険料水準の統一を目指すこととし、地域の実情に応じて議論を深めることが重要


○医療費適正化の更なる推進
保険者努力支援制度で予防・健康づくりが拡充されたことも踏まえ、都道府県内全体の医療費適正化に資する取組を推進


※上記の他、国会での附帯決議、骨太方針・改革工程表、地方団体の要望事項等について、地方団体と協議を進める。


国民健康保険制度改革の状況







改革の方向性


国保制度


運営


○ 都道府県は、管内市町村や国保関係者と協議した上で、都道府県内の国保の運営の統一的な方針としての国


保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進


○ 市町村は、住民に身近な自治体として、被保険者の資格管理、保険料の決定、賦課・徴収、保険給付、保健事業


などを適切に実施


○ 国保連合会は、保険者の共同目的達成のため、審査支払業務の他、給付の適正化や保健事業等を都道府県単


位で支援


都道府県の主な役割 市町村の主な役割 国保連合会の主な役割


資格管理
・国保運営方針に基づき、事務の効率化、


標準化、広域化を推進
・地域住民と身近な関係の中、資格を管理


(被保険者証等の発行)
・都道府県単位での資格管理の支援


保険料の
決定
賦課・徴収


・標準的な算定方法等により、市町村ごと
の標準保険料率を算定・公表


・ 標準保険料率等を参考に保険料率を決定


・ 個々の事情に応じた賦課･徴収


・保険料適正算定への支援


・特別徴収経由事務


保険給付


・給付に必要な費用を、全額、市町村に 対し
て支払い


・市町村が行った保険給付の点検


･ 保険給付の決定
･ 個々の事情に応じた窓口負担減免等


・診療報酬の審査支払業務
・第三者行為損害賠償求償事務支援
・レセプト点検の支援


保健事業


・市町村ごとの健康課題や保健事業の実施状
況を把握


・市町村の保健事業の運営が健全に行われ
るよう、必要な助言及び支援


・市町村における健康・医療情報の横断的・
総合的な分析


・関係市町村相互間の連絡調整、市町村への
専門的な技術又は知識を有する者の派遣、
情報の提供等の支援


・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健
事業を実施


・健康・医療情報の活用及びPDCAサイクル
に沿った事業運営


・生活習慣病対策としての発症予防と重症
化予防の推進


・特定健康診査及び特定保健指導の実施
・データヘルス計画の策定、実施及び評価


・特定健診・特定保健指導に係る費用の
支払及びデータ管理


・ＫＤＢシステムを活用した統計情報や
個人の健康に関するデータの作成


・データヘルス計画の策定・評価の支援
・国保ヘルスアップ（支援）事業、高齢者の
保健事業と介護予防の一体的実施の
支援


国民健康保険制度における都道府県・市町村と国保連合会の役割分担







国保運営方針の位置付け


〇国保改革に伴い、国保の保険者としての事務は、都道府県と市町村で役割分担をして行うこととなり、都道府県は


財政運営の責任主体として安定的な財政運営に責任を持つとともに、県内市町村の国保事業の広域化や効率化を推


進する役割も果たすこととなる。


〇そこで、改革後は、都道府県と市町村が一体となって、財政運営、資格管理、保険給付、保険料の賦課徴収、保健


事業その他の保険者の事務を共通の認識の下で実施するとともに、各市町村が国保事業の広域化や効率化を推進で


きるよう、都道府県が、国保法第82条の２に基づき、県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定める。


〇市町村は、国保法第82条の２に基づき、都道府県国保運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努める。


※１ 都道府県は、あらかじめ連携会議において議論を重ね、法に基づき市町村の意見を聴いた上で、都道府県に設置する国保運営協
議会での議論、諮問・答申を経て、技術的助言として、地域の実情に応じた国保運営方針を定める。


※２ 厚生労働省は地方と協議をしつつ、技術的助言として国保運営方針の策定ガイドラインを作成し、都道府県へ示している。
(平成28年４月28日)


■ 主な記載事項


〈任意項目〉


（５） 医療費適正化に関する事項
•後発医薬品の使用促進に関する事項、医療費通知 の
共同実施 等


（６） 市町村が担う事務の効率化、広域化の推進に関する
事項


（７） 保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との
連携に関する事項


（８） 施策の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡
調整等


■ 主な記載事項


〈必須事項〉


（１） 国保の医療費、財政の見通し


（２） 市町村の保険料の標準的な算定方法に関する事項
・標準的な保険料の算定方式、市町村規模別の標準的
な収納率 等


（３） 保険料の徴収の適正な実施に関する事項
・複数の自治体による滞納整理事務の共同実施、収納
担当職員に対する研修会の共同実施 等


（４） 保険給付の適正な実施に関する事項
・海外療養費の審査等の専門的な知見を要する事務の


共同実施、保険医療機関による大規模な不正請求が発
覚した場合における不正利得の回収に関する事項 等







２ 第２期運営方針策定の概要１ 埼玉県国民健康保険運営方針について


（１）基本的事項


ア 概 要 県と市町村が国保を共同運営する際の統一的な指針


イ 根拠規定 国民健康保険法第82条の2


ウ 対象期間 ３年間


・第１期方針の対象期間：平成３０年４月１日～令和３年３月３１日


・第１期方針の見直しを行い、第２期運営方針を策定


第２期方針の対象期間：令和３年４月１日～令和６年３月３１日


（２）記載事項


 国保に要する費用及び財政の見通し


 納付金・標準保険税率の算定方法


 保険税の徴収・医療費の適正化の取組 など


埼玉県国民健康保険運営方針（第２期）について


３ 保険税水準の統一について


（３）埼玉県国民健康保険運営協議会


ア 概要 国保法に基づく県の執行機関の附属機関（国保に関する重要事項を審議）


イ 構成 学識経験者・県３師会（医師会等）の役員・県議会議員など 計15人


（１）基本的な考え方


第１期方針の「中間見直し」と位置付ける。


保険税水準の統一に向けた取組を新たに盛り込む。


法令改正や取組の実施状況を踏まえ、必要に応じて記載の見直しを行う。


（２）スケジュール


原
案
作
成


諮
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営
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で
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針
案
の
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新
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令和2年3月 6月～7月 8月 8月～9月 8月～9月 10月 11月


（１）「保険税水準の統一」を追加した理由


 市長会・町村会からの要望


市長会重点要望（H29.10）、町村会重点要望（R元.10）ほか


 国が保険税水準の統一に対するスタンスを強めたこと


骨太の方針、国保運営方針策定要領に明記


（２）定義 「原則として、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となること」


（３）ステップ


完全統一に向けて３つの段階に分けて進めていく。


（step１）
納付金ベース


の統一


（step２）
準統一


（step３）
完全統一


令和６年度から 令和９年度から 収納率格差が一定程度まで
縮小された時点


公
表


12月







子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置の導入（法案提出）


１．現状及び見直しの趣旨


２．軽減措置スキーム


○ 対象は、全世帯の未就学児とする。
※ 対象者数：約70万人 （平成30年度国民健康保険実態調査）


○ 当該未就学児に係る均等割保険料について、その５割を
公費により軽減する。


※ 例えば、７割軽減対象の未就学児の場合、残りの３割の半分を減額する
ことから８．５割軽減となる。


○ 財政影響：公費約90億円（令和４年度）


※ 本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。


※ 令和３年度予算案ベースを足下にし、人口構成の変化を機械的に織り込んだ推計値。なお、医療の高度化等による伸びは直
近の実績値により見込んでいる。


〇 国・地方の負担割合：国1/2、都道府県1/4、市町村1/4


〇 施行時期：令和４年４月


18


保険料額


所得金額


２割軽減
７割


軽減


５割


軽減


【軽減イメージ】


５割


〇 国民健康保険制度の保険料は、応益（均等割・平等割）と応能（所得割・資産割）に応じて設定されている。
その上で、低所得世帯に対しては、応益保険料の軽減措置（７・５・２割軽減）が講じられている。


○ 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、国保制度において子どもの均等割保険料を
軽減する。


新たな公費による軽減部分


（参考）平成27年国保法改正 参・厚労委附帯決議
「子どもに係る均等割保険料の軽減措置について、地方創生の観点や地方からの提案も踏まえ、現行制度の趣旨や国保財政に与える
影響等を考慮しながら、引き続き議論する」


8.5割


6割


7.5割







A市が


納める納付金


Ｂ町が


納める納付金


都 道 府 県


A市の


保険税率


B町の


保険税率


市 町 村
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税
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等


公
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等


保険税の賦課・徴収の基本的仕組み （イメージ）


○ 標準的な算定方式は、
２方式（所得割、均等割）


○ 標準的な収納率は、


市町村ごとに設定


○ 都道府県は、


・ 医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金（※）の額を決定（①）


※ 市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮


・ 都道府県国民健康保険運営方針で定めた標準的な算定方式等に基づいて市町村ごとの標準保険税率を算定･公表（②)


○ 市町村は、都道府県の示す標準保険税率等を参考に、それぞれの保険税算定方式や予定収納率に基づき、


それぞれの保険税率を定め、保険税を賦課･徴収し、納付金を納める。（③）


Ａ市：１０万人


(標準的な収納率 88％)


Ｂ町： １万人


(標準的な収納率 92％)


○ ２方式（所得割、均等割）


○ 予定収納率：90％


○ ４方式（所得割、資産割、


均等割、平等割）


○ 予定収納率：94％


○ 都道府県国民健康保険運営方針で定め


た標準的な保険税算定方式等を参考に、


実際の算定方式や保険料税率を定め、保


険税を賦課、徴収


①


③


A市の


標準保険税率


（例）


Ｂ町の


標準保険税率


②


※ 市町村は、都道府県が設定する標準的な収
納率よりも高い収納率をあげれば、「標準保険
税率」よりも安い保険税率を設定できる。（収納
インセンティブの確保）


①







納付金


・市町村向け特調
（精神疾患・震災等）


・保険者努力支援制度
（市町村分）


・保険者支援制度
等


都道府県
収入


国保事業費納付金と保険税の関係について（イメージ）


国費・県費 前期高齢者交付金


納付金のうち
保険税で集める額


市町村
向け公費


保険税で集める
保健事業分


等


市町村
収入


・法定外繰入
・基金繰入


等
実際に保険税で集める額


保険税必要額（標準保険税率算定ベース）
※ 標準保険税率の算定は、市町村ごとの標準的な収納率で


割り戻す調整を行う。


制度改革後においても、
引き続き、各市町村が取
り組む事務・事業に要す
る費用


・保健事業費
・条例減免に要する費用


等







＜埼玉県全体＞


（収入）（支出）


前期高齢者交付金


公 費


県で必要な
納付金総額


保険給付費
（医療費等）


納付金算定のイメージ


市町村の納付金は、県で必要な納付金総額を県所得水準により応能分・応益分に按分した後、各市町村の所得シェア、被保険者数
シェア、医療費水準を反映させることにより算定する。


②応能分を所得シェア、応益分を被
保険者数シェアで按分する。


③医療費水準を反映し、市町村ごと
の納付金を算定する。


市町村ごと


所得シェア


被保険者数
シェア


医療費
水準


×


× ＝
市町村
ごとの
納付金


×


① ② ③


応能分


応益分


○算定式イメージ


例 ①応能分と応益分を「県所得水準(β)：１」
に按分する。


＜応益分＞


＜応能分＞


県
所
得
水
準


１


１


100億円


100億円


＝
20億円


20％


Ａ市 Ｂ市


Ａ市 Ｂ市


40億円 40億円


30％ 40％ 30％


40％ 40％


30億円 40億円 30億円


20億円


20％


Ａ市 Ｂ市


Ａ市 Ｂ市


医療費
水準


35億円 45億円 20億円


25億円 45億円 30億円


(平均以下)


医療費
水準


(平均以上)


医療費
水準
(平均)


医療費
水準


(平均以下)


医療費
水準


(平均以上)


医療費
水準
(平均)


Ｃ
町
村


町Ｃ村


所得水準が
全国平均で
ある場合、
県所得水準
は１となる。
激変緩和の
観点から
「β’」の
設定も可能。


（β）


町Ｃ村


町
Ｃ村







○ 現状、国保の保険税率は様々な要因（※）により差異が生じているため、他の市町村の保険税水準との差を


単純に比較することは困難な状況。


※ 市町村ごとに年齢構成や医療費水準に差があること、保険税の算定方式が異なること、決算補填等目的の法的外繰入れ


を行っている市町村があること等


⇒ 都道府県が市町村ごとの標準保険税率を示すことにより、標準的な住民負担を見える化。


※ 将来的な保険税負担の平準化を進める観点から、都道府県は、標準的な保険税算定方式や市町村規模


別の標準的な収納率等に基づき、標準保険税率を算定することとする。


都道府県


標準保険税率


一人当たり医療費 市町村


標準保険税率


当該市町村の


保険税算定方式で


算出した場合


実際の保険税率


（市町村が決定）
（年齢構成調整前） （年齢構成調整後）


所得割 8％


均等割 40,000円


A市：


380,000円


Ａ市：


400,000円


Ａ市：


所得割 10％


均等割 50,000円


A市：


所得割 10％


均等割 50,000円


Ａ市


所得割 10％


均等割 50,000円


Ｂ町：


300,000円


Ｂ町：


240,000円


（A市の６割）


Ｂ町：


所得割 6％


均等割 30,000円


（Ａ市の６割）


Ｂ町：


所得割 6％


均等割 23,000円


世帯割 10,000円


Ｂ町


所得割 5.8％


均等割 22,000円


世帯割 9,000円


（イメージ） ※Ａ市とＢ町が同じ所得水準である場合


年齢調整後の医療費


水準に応じた負担


収納率向上等により、都道府県


が示す数値より引き下げが可能


全国統一ルールで


算出した場合


② ③


標準保険税率の算定に当たっての考え方について


①







市町村標準保険税率の算定イメージ（ガイドラインに基づく算定方法）


１


応能割賦課総額 応益割賦課総額


１.２応能割分：応益割分 1.2：1
保険税総額 1,100万円
所得総額 8,000万円
被保険者数 125人


①応益割賦課総額＝1,100万円×1／（1.2＋1）
＝500万円


②所得割率＝所得割賦課総額÷所得総額
600万円÷8,000万円


＝0.075


②均等割額＝均等割賦課総額÷被保険者数
500万円÷125人


＝4万円


均等割額 ４０,０００円所得割率 ７．５％


例


①応能割賦課総額＝1,100万円×1.2／（1.2＋1）
＝600万円


＜市町村＞
（収入）（支出）


市町村向け公費


納付金


保険税で集める
保健事業分


保険税で
集める額


保健事業


標
準
保
険
税
率
の
算
定
に


必
要
な
保
険
税
総
額
※


※市町村ごとの標準的な収納率により調整


①県の所得水準に応じた設定により、
応能割分、応益割分に按分する。


県の所得水準に
応じた設定


１


応能割
賦課総額


応益割
賦課総額


標準保険税率
（1人当たり）


市町村の標準保険税率は、市町村の標準保険税率の算定に必要な保険税総額を県の所得水準に応じた設定により応能割賦課総額、応益割
賦課総額に按分した後、それぞれを所得総額、被保険者数で除することにより算定する。


②所得総額、被保険者数で除して、
標準保険税率を算定する。


Ａ市


応能割分 応益割分
＋


所得割賦課総額


÷所得総額


均等割賦課総額
÷被保険者数







プ
ロ
セ
ス


令
和
２
年
度
納
付
金


令
和
３
年
度


納
付
金


令和３年度国保事業費納付金の
本算定結果


県で算定 市町村で決定


４２市町村で減 ４９市町村で減 ① 税率改正
（１２市町村）


② 賦課方式の変更
（2市町村）


･４方式（２４→２２市町村）
（所得割・資産割・均等割・平等割）


・法定同額 ２０市町村
R1法定同額 ３７市町村
上記以外 ６市町村


※参考：Ｒ１法定限度額 ９９万円


･２方式（３９→４１市町村）
（所得割 ・均等割 ）


法定外繰入削減等のため保険税
率を改正(多くの場合引上げ）。


③ 賦課限度額の引上げ
（６１市町村）


秋の試算 本算定 税率決定


Ｒ１


保
険
税


法定外
繰入


107,588円


1人当たり保険税必要額


105,519円


保
険
税


Ｒ２


▲1.9%


６３市町村で増


法定外
繰入


Ｒ２


104,407円


1人当たり保険税必要額


111,861円


Ｒ３


＋7.1%
保
険
税


保
険
税


Ｒ２


104,407円


1人当たり保険税必要額


113,506円


Ｒ３


＋8.7%


法定外
繰入


保
険
税


保
険
税


※1人当たり保険給付費の増等
による増加


Ｒ１


保
険
税


法定外
繰入


107,588円


1人当たり保険税必要額


104,407円


保
険
税


Ｒ２


▲3.0%


６３市町村で増


※1人当たり保険給付費の増等
による増加


※前期高齢者交付金額の増等による減少


① 税率改正
（９市町村）


② 賦課方式の変更
（０市町村）


③ 賦課限度額の引上げ
（３７市町村）


法定外繰入削減等のため保険税
率を改正(多くの場合引上げ）。


･４方式（２２→２２市町村）
（所得割・資産割・均等割・平等割）


･２方式（４１→４１市町村）
（所得割 ・均等割 ）


・法定同額 ５４市町村
Ｒ２法定同額 ５４市町村
上記以外 ９市町村


※参考：Ｒ２法定限度額 ９９万円
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2021年度保険者努力支援制度（市町村分）埼玉県内市町村別得点
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